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（仮称）延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例（案）に係る 

意見募集の結果について 

 

１．意見募集の概要 

 （1）意見募集の対象 （仮称）延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例（案） 

 （2）意見募集の期間 令和元年７月１日（月）から令和元年７月19日（金）まで 

 （3）公表の方法   市のホームページに資料の掲載 

市役所、公共施設等で資料の縦覧 

２．結果の概要 

 ・意見数（意見提出者数） ９件（６人）   電子メール ３人 

ＦＡＸ   １人 

郵送    ０人 

直接持参  ２人 

３．意見の内容 

受理した意見の内容とそれに対する市の考え方は次のとおりです。なお、意見募集対象の「（仮

称）延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例（案）」については、「条例（案）」

と表記します。 

№ 意見（概要） 市の考え方 

【障がい者に関する内容】 

１ 

難病患者（障害者手帳に該当しない）

が条例（案）に明記がないことが残念で

ある。 

条例（案）では、第１条の目的に規定したと

おり「すべての市民の人権が尊重されるまちづ

くり」を目指したものであり、特定の人権問題

のみならず、条例（案）に具体的に記載がない

人権問題を含めた「あらゆる差別」の解消を図

るために必要な事項を定めています。 

国においては、「障害者基本法」等の関係法令

において「身体障害、知的障害、精神障害（発

達障害を含む。）その他の心身の機能の障害」を

「障がい」と定義しており、その中に難病等に

起因する障がいも含まれていることを明示して

います。 

そのような国の考え方に基づき、条例（案）

には「障がい者」を位置付けており、「障がい者」

については、障害者手帳の該当にはかかわらず、

「障害者基本法」等の関係法令の規定に基づく

ものであると認識しています。 

特定疾患の人へのサポートについては、今後、

「延岡市人権教育・啓発推進方針」（平成22年策

定、以下「推進方針」という。）の見直しなどの

取組を進めていく中で、どのような施策が必要

かを具体的に検討していくことになりますの

で、ご意見を参考にさせていただきます。 

２ 

特定疾患のような難病で苦しんでいる

人が規定されていない。 

一般の人以上の休息や労働時間の短縮

が必要です。そのため、一般企業での就

職等で不利益（差別）を受ける可能性が

高い。 

特定疾患で苦労している人についても

明確に対象に加えていただいて、他の

方々同様にサポートしていただきたい。 
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№ 意見（概要） 市の考え方 

３ 

障がいのある方が、公的な施設（例え

ば学校）で働く場合と民間の作業所で働

く場合では、時給が何倍も違う。民間で

も公的施設でも同一労働、同一賃金とす

るための施策が生活自立のためには必要

である。 

障がい者の就労については、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」等の関係法令に基づき、国・県・市で連携

をしながら、実情に応じた支援を行っています。 

また、県においては、国の「工賃向上計画」

を推進するための基本的な指針に基づき、障が

い者工賃向上計画を策定するなど、障がい者の

工賃向上の取組を進めているところです。 

このような国、県の動きをみながら、今後、

推進方針の見直しなどの取組を進めていく中

で、どのような施策が必要かを具体的に検討し

ていくことになりますので、ご意見を参考にさ

せていただきます。 

４ 

国の障がい者施設に対する補助金、交

付金が公正に使われているかを監査する

機能が十分に働くことが大切である。 

本市においては、「社会福祉法」等の関係法令

に基づき、障がい者施設を運営する社会福祉法

人の指導監査を行っています。また、施設の監

査実施機関である県等とも連携を図りながら、

より効果的な監査の実施しているところです

が、ご意見を踏まえ、更なる厳正化に努めてい

きたいと考えております。 

このような取組を含め、今後、推進方針の見

直しなどの取組を進めていく中で、どのような

施策が必要かを具体的に検討していくことにな

りますので、ご意見を参考にさせていただきま

す。 

５ 

官公庁（国、県の一部の施設等）にエ

レベーターがなく車椅子では利用できな

い。 

本市においては、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律」や県の「人にや

さしい福祉のまちづくり条例」等の関係法令の

基準に沿って、新庁舎をはじめ公共施設等のバ

リアフリー化に努めているところです。関係法

令の適用以前の既存建物については、建替え等

の際にバリアフリー化についても検討していき

たいと考えています。 

あわせて、本市では、「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」等の関係法令に基

づき、社会的障壁を除去するための合理的配慮

等に取り組んでいるところです。 

国及び地方公共団体、事業者等においても、

関係法令により、合理的配慮の観点から、施設

の改善等に努めることになっています。 

このような取組と併せて、推進方針の見直し

などを進めていく中で、どのような施策が必要

かを具体的に検討していくことになりますの

で、ご意見を参考にさせていただきます。 
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№ 意見（概要） 市の考え方 

【性的少数者に関する内容】 

６ 

性的少数者（ＬＧＢＴＱ）に関する、

市民向けの講座が少ないように思う。パ

ンフレット等による啓発があれば良いと

思う。市のホームページからダウンロー

ドできれば多くの市民が啓発の手伝いが

できる。 

本市では、これまで、性的少数者をテーマと

した人権啓発推進大会や研修会を開催するなど

継続的な市民啓発に努めてきているところで

す。今後ともご意見を参考にしながら、啓発の

充実に取り組んでいきたいと思います。 

７ 

あらゆる差別を許さないという立場な

ら、性的少数者への差別も決して許され

ない。 

全国的にもパートナーシップ制度の導

入に取り組んでいる自治体が増えてきて

いる。同様に公的書類等の性別欄廃止、

公営住宅入居条件の緩和など、各方面で

性的少数者の権利を守り拡大しようとい

う動きが始まっている。オリンピック憲

章にはあらゆる性的差別の禁止がはっき

りとうたわれている。 

宮崎市では、今年６月１日にパートナ

ーシップ要項を施行し、４組の同性カッ

プルが誕生したと聞いている。 

当事者たちは、多数派以上の権利を望

んでいる訳ではない。全ての人が平等に

扱われることを望んでいる。 

そのようなことなどから早期の条例制

定を要望する。また、本条例（案）に基

づいたパートナーシップ制度の早期導入

を図っていただきたい。 

本条例（案）は第１条の目的にもありますと

おり、「すべての市民の人権が尊重されるまちづ

くり」を目指したものであり、性的少数者を含

めた様々な人権問題について「あらゆる差別」

の解消を図るために必要な事項を定めていま

す。 

市民の皆様からの意見募集の結果や「延岡市

人権教育・啓発推進懇話会」での委員の皆様か

らのご意見を踏まえながら、本年度中の条例制

定に向けて取組を進めています。 

また、本市の人権施策の指針となる推進方針

を、来年度にかけて見直し進めていく予定です。

このような取組の中で、どのような施策が必要

なのかを具体的に検討していくことになりま

す。 

現在、市独自の公的書類の性別欄廃止に取り

組んでいますが、パートナーシップ制度の導入

についても、どのような対応が適当か引き続き

検討していきます。 

【外国人に関する内容】 

８ 

外国籍者が明記されていないのはなぜ

なのか。 

条例（案）の第１条の目的にあります「あら

ゆる差別」には、外国人の問題も含まれており

また、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成

立という重要な動きの中で、本市は条例（案）

を検討しているところである中、「延岡市人権教

育・啓発推進懇話会」においても条例（案）の

第１条に外国人を表記すべきとの意見が出され

ていますので、外国人についても表記する方向

で検討します。 
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№ 意見（概要） 市の考え方 

【全般に関する内容】 

９ 

条例（案）の第１条では「部落差別を

はじめ」という表記になっているが反対

である。この表現では、差別解消に序列

を作っている印象を強く持った。本当に

全てを等しく取り扱うのであれば、五十

音順に表記し「～をはじめ」という表現

は削除すべきではないか。 

条例（案）の第１条に位置付けている、部落

差別、女性、子ども、高齢者、障がい者、性的

少数者をはじめ、その他の人権問題については、

いずれも重要な人権問題と考えております。 

本市では、部落差別（同和問題）をきっかけ

として、昭和52年に担当室を組織して以降、人

権行政を進めてきており、推進方針を策定する

など、「すべての市民の人権が尊重されるまちづ

くり」に向けて、継続的な取組を進めています。 

また、延岡市議会においても「部落差別をは

じめとしたいっさいの差別をなくす決議」（平成

８年）が採択されています。 

「部落差別をはじめ」の表現は、部落差別が

我が国固有の人権問題であり、これまでの本市

の取組の経緯や他の自治体の条例等を踏まえた

内容となっています。 

その他の人権問題については、国の人権教

育・啓発に関する基本計画や宮崎県人権教育・

啓発推進方針の掲載順に基づき表記していま

す。 

  ※ この他にも、本件には直接該当しないご意見（延岡市人権教育・啓発推進懇話会や市の施

策等に対するご意見）の提出もありましたので、今後の取組の参考にさせていただきます。 

  ※ 延岡市人権教育・啓発推進懇話会について 

延岡市人権教育・推進懇話会は、本年５月に設置し、各人権問題の関係者をはじめ、関係

団体や行政機関、公募委員など 25名の委員で構成されています。 

今回の条例（案）については、３回の懇話会を開催してご意見をお聴きしながら進めてい

ます。 


